
1 

 

新型コロナウイルス感染症対策分科会（第５回） 

議事概要 

 

１ 日時 

令和 2 年 8 月 7 日（金）10 時 30 分～13 時 39 分 

 

２ 場所 

  合同庁舎４号館 11 階共用第１特別会議室 

 

３ 出席者 

分科会長   尾身 茂  独立行政法人地域医療機能推進機構理事長 

分科会長代理 脇田 隆字 国立感染症研究所所長 

構成員    石川 晴巳 ヘルスケアコミュニケーションプランナー 

石田 昭浩 日本労働組合総連合会副事務局長 

今村 顕史 東京都立駒込病院感染症センター長、感染症科部長 

太田 圭洋 日本医療法人協会副会長 

大竹 文雄 大阪大学大学院経済学研究科教授 

岡部 信彦 川崎市健康安全研究所長 

押谷  仁 東北大学大学院医学系研究科微生物学分野教授 

釜萢  敏 公益社団法人日本医師会常任理事 

河本 宏子 ANA総合研究所会長 

小林慶一郎 公益財団法人東京財団政策研究所研究主幹 

清古 愛弓 全国保健所長会副会長 

舘田 一博 東邦大学微生物・感染症学講座教授 

中山ひとみ 霞が関総合法律事務所弁護士 

平井 伸治 鳥取県知事 

南   砂 読売新聞東京本社常務取締役 調査研究本部長 

武藤 香織 東京大学医科学研究所公共政策研究分野教授 

 

４ 議事概要 

＜西村国務大臣挨拶＞ 

おはようございます。お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうご

ざいます。 

本日は、現在の感染状況に関する分析・評価と、今後想定されます感染状況、

そしてその対策について御議論をお願いできればと考えております。 

これまでも御評価いただいてきましたとおり、現在の感染状況については、４
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月の感染拡大時とは異なり、若い世代の感染者が多いこと、また、感染者の増加

に対して入院や重症化する方の割合が低いという特徴がございます。一方で、前

回７月31日の分科会の後も、全国で1,000名を超える新規陽性者が報告されており

まして、お盆休みを前に、国民の皆様の中には不安に思う方もいらっしゃると思

います。最近では、中高年層への拡大が徐々に見られているところでありますし、

重症者も徐々に増加しております。警戒感を持って日々注視をし、また様々な御

意見をいただいているところでございます。 

こうした中で、去る水曜日、一昨日には分科会から、お盆休みにおけます帰省

等の在り方についての御提言をいただきました。帰省するに当たっての注意事項、

その対応が難しい場合にはオンライン帰省を含め慎重に考慮していただきたいこ

となどについて、様々御提言をいただきました。 

提言の内容につきましては、昨日安倍総理からも会見で述べていただきました

し、各省庁や都道府県を通じても周知を行っているところでございます。 

政府といたしましては、これまで国民の命を守ることを第一に、感染拡大防止

対策と社会経済活動の両立を図る、これを基本として対策を進めてきたところで

ございます。 

新規報告者数が増加傾向にある中、最も力を入れなければならないのは命を守

る医療提供体制についてであります。全国で見れば、直ちに病床が逼迫するよう

な状況にはないと考えておりますけれども、地方によっては医療提供体制が脆弱

な地域もございます。 

今後の感染状況の変化に応じて、国や地方公共団体が連携して対策を強化しな

ければならない目安としてどのような指標がふさわしいのか、前回に引き続き御

議論いただければと考えております。 

今後の新型コロナウイルス感染症対策にとって大事な局面であると考えており

ます。ぜひ忌憚のない御意見をいただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

＜加藤厚生労働大臣挨拶＞ 

おはようございます。皆様におかれましては、本当にお忙しい中、連日こうし

てお集まりいただきましてありがとうございます。 

今、西村大臣からもお話がありましたが、感染状況はこの１週間、連日1,000人

を大きく超える新規感染者数が全国で報告されており、感染拡大は依然として続

いていると認識しております。しかも、都市部だけではなくて、急速に感染が広

がっている地域も見られ、重症者数も100名を超える状況になってきております。 

これまでも国民の皆様には、３密回避、手指消毒、手洗い、マスク着用、身体

距離の確保、換気の徹底、さらには業種別ガイドラインの遵守等々をお願いして
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まいりましたけれども、さらに引き続きそうした感染防止対策の徹底をお願いし

ていきたいと考えております。 

また、先般、分科会から職場での話もありました。それを踏まえまして、集団

感染が発生した職場における要因分析をした上で、職場における感染拡大防止の

ためのチェックリストの改訂を行い、また、最新の状況を踏まえた留意事項も取

りまとめ、約2,200の労使団体に対し、傘下の企業等に対して周知をお願いしたと

ころでもございます。 

また、感染者数の増加に引き続き対応していくためには、検査体制に万全を期

していくこと、また、積極的疫学調査等も実施する保健所の支援の体制強化、病

床や宿泊療養先等の確保に向けた支援、これを一つ一つ都道府県等と連携を取り

ながら実施していきたいと考えておりますが、PCR等の検査体制については、これ

まで検査能力の拡充に努めていただいた結果、PCR検査については１日当たり５万

2000件、抗原簡易検査キットについては２万6000件、抗原定量検査については

8,000件の検査能力が確保されていることが確認されたところでございます。 

また、さらに検査体制の強化をしていくために、クラスターの発生など、地域

における感染状況を踏まえ、感染拡大を防止する必要がある場合には、感染が発

生した店舗等に限らず、地域の関係者を幅広く検査をしていただくなど、先ほど

発表させていただきましたけれども、５つの戦略を踏まえた対策を講じていきた

いと考えております。 

また、検査能力の強化についても、PCR検査のみではなく、抗原検査も組み合わ

せ、また抗原検査キットの備蓄なども活用し、ピーク時の検査需要に機動的に対

応するとともに、この冬のインフルエンザ流行期に対する備えもしっかりと行っ

ていきたいと思います。 

ワクチンでありますけれども、先週、７月31日に米国ファイザー社との間で基

本合意に至ったところでございますが、現在、他社とも鋭意協議を行っておりま

す。また、ワクチンの早期実用化を目指すため、研究開発の促進や生産性の整備

に対する取組も行い、また、実際にワクチンを接種するとなれば、シリンジや注

射針が必要になってまいりますが、そうした確保についても、医療機器メーカー

の皆さんに増産や輸入の協力のお願いもさせていただいたところでございます。 

引き続き、日本の皆さんに安全で有効なワクチンが早期に供給できるよう、厚

労省としても努力をしていきたいと思いますが、分科会においてもワクチン接種

の在り方についてさらに御議論いただき、またそれを踏まえて私どもの対応も強

化をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

（報道関係者退室） 
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＜議事（１）今後想定される感染状況と対策＞ 

 

○脇田構成員 ＜資料１を説明＞ 

 

○押谷構成員 ＜資料２を説明＞ 

 

○尾身分科会長 ＜資料３を説明＞ 

 

○石田構成員 何点か、共通認識を図るという意味も含めて意見を申し上げたい。 

今回、指標と目安をお示しいただいた。予見可能性を高めるという意味では、国

民の不安を少しでも払拭すること、あるいは感染予防に対する意識喚起という意味

では非常に重要だと思っている。ただ、最近では、各都道府県で様々な名称で緊急

事態的なメッセージが発出されている。 

  こうした都道府県独自の指標と対応が、今回の指標や目安がどのような関係にな

るのかということについて、都道府県独自の対応を妨げるものではないということ

であれば、この指標や目安がどのように活用されるのか、そして、指標や目安とス

テージの不一致のようなものも少し心配をしたのだが、資料３の４ページの○の４

つ目に、きちんと明確に地域の実情に応じて判断するということも含めて記載をい

ただいており、私自身はこの場でお話を伺ったので分かった。極めて重要だと思う

から、ぜひ国民に説明をきめ細かくやっていただくということもお願い申し上げた

い。我々もできる範囲できちんとやらせていただくが、ぜひお願いしたい。 

もう一点、７ページの「ステージⅢで講ずべき施策の提案」の中にCOCOAの関係の

記載がある。接触確認アプリ「COCOA」に関しては非常に重要だと受け止めている。 

COCOAによって濃厚接触が明らかになった場合、PCR検査については、尾身先生が

お示しをいただいた１と2aと2bのうち、2aに当たるということになって、行政検査

となるので費用が発生しないという認識を持っているが、これも世の中にどれだけ

浸透しているかが非常に心配なところである。感染予防として重要な意味があって、

効果を期待できるものであるため、最近またシステムの不具合のようなものが指摘

されているが、個人情報の保護に関して過敏になり過ぎている国民の誤解を解くな

ど、ぜひ浸透度合いを高めていただいて、さらにダウンロードにつながるようなPR

の検討をお願い申し上げたい。 

  この件に直接関係ないが、せっかくの機会なので１点だけ意見を申し上げたい。 

雇用情勢の関係である。非常に厳しい現場の声が連合に寄せられている。新型コ

ロナウイルス感染症の影響は、産業、雇用環境にいまだ深刻な影響を与えている一

方で、雇用調整助成金の関係については特例措置が９月末となっていると認識をし
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ている。終わりの時期をできれば今年度末、来年３月まで期間を延長していただき

たいと思っている。そして、厳しい環境下にあっても雇用を守るという政府の力強

いメッセージとして発信をしていただければと思っている。 

なお、延長するに当たっては、政令の改正が必要だと思っているので、労働政策

審議会で現場の状況等も踏まえて、真に雇用の確保と事業の継続につながるよう論

議をさせていただきたいと思っている。 

特に雇用調整助成金のスキームについては、大企業と中小企業で一部異なる取扱

いをしているところがある。相対的に見れば、財政基盤が弱く、かつ従業員の多い

中小企業への運用が優先されるということは理解しているが、実は大手企業も厳し

い環境下に置かれている産業が非常に多くある。ぜひ、延長の措置と併せて、実態

に合った給付についても改めて御検討をお願い申し上げたい。 

 

○平井構成員 幾つか申し上げたいが、今、ある意味非常に厳しい状況であると、そ

れぞれの地域は認識している。昨日は1,485件カウントがあったが、そのうち東京が

360、さらに大阪が200を超えてきて、また神奈川も119と初めて100を超えてくる。

このように大都市を中心にして実は収まっていないと国民、住民は考えているし、

現場は負担感が急速に強まっていると思っている。 

あわせて重要なのは、発生している陽性患者の出ている都道府県の数を見ていた

だくと、あれよあれよという間に40前後ぐらい毎日出ているという状況であり、発

生がなかった岩手県なども結構出ているし、鳥取県も昨日も２件あったが、そのよ

うに今増えてきている。 

そういう意味で、感染者数などの広がりを抑えていくということがやはり重要な

のではないか。そのためには幾つかの政策の組合せ、分科会としての見識を政府に

申し上げることもぜひ今後もお願いしたい。 

先ほど脇田先生、押谷先生から、色々なグラフなどもいただき、分析があった。

大都市部は高止まりしている。愛知などが下がってくればいいというようなことだ

った。あわせて、今回地方都市も結構示していただいた。佐賀や長崎といったとこ

ろも示していただいた。特徴がある。 

実は、地方部は結構それを感じているのだが、28、29、30日ぐらいの月末のとこ

ろに山が来ている。これは発症日ベースでいく。それからたどっていくと、恐らく

７月の海の日の４連休の人の動きは色々なものがあった。私はGo Toキャンペーンが

全てだとは決して言わない。現に本県で出ているのは、知り合い同士が会ったり、

休みなので遊びに行って、そこでどうも感染したようだ、それが親族間で起こった

りといったことがあるように思う。だから、Go Toキャンペーンのみならず、やはり

人の動きが起きた。それに応じて大都市部から地方の中小都市に出ていったり、あ

るいは農村部でも本県の場合は発生しはじめている。このような傾向が大都市部と
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地方部とでそれぞれ理由があって起きているのではないかと思う。 

こういうことを念頭に置いて、お盆休みのメッセージを尾身会長のほうで取りま

とめていただいたことはありがたいと思っているし、こういうことをもっと我々と

しても色々と強力に出していかないと、恐らくまた人の動きがこの夏休み期間に起

きると、その影響はその後１週間、２週間して出てくるだろうと危惧をしている。 

また、大都市も収まらない。これはなぜ収まらないかというと、我々が見ている

ところでは感染の中心となるエピセンター的な繁華街が確かにあるのだろう。そこ

から染み出してしまっている。だから、同じ都道府県の中でも別の市町村に出てい

ってしまっていて、そこである特徴的な、親しい人同士の接触というのがあるので

はないか。 

従来のステレオタイプで、接待を伴う飲食店のみをメディアが報道したり、強烈

に印象が残るが、実はその段階をもう飛び越え始めていると思う。その解析や、あ

るいは注意の呼びかけにも、その辺も加える必要も今後出てくるのではないかと思

っており、今後ぜひ御検討いただければと思う。 

そうした分析、我々の感覚の上に、資料３をお取りまとめいただいたところ、若

干、私どものほうで気になるところを申し上げたい。 

３ページで、目標の②に「感染レベルをなるべく早期に減少に転じさせる」、そ

れから次の４ページに「感染レベルを早期に減少に転じさせるべく」とある。これ

は、３ページに大都市部と地方部の構造の違いがあるので、そうしたところを入れ

ていただいたことは大変ありがたいと思うのだが、脇田先生のほうで御紹介があっ

た資料１の２ページ目の下から２つ目のポツに実は我々の実感と非常に合うことが

書いてある。「保健所や医療機関の対応には既に悪影響が生じており」「新規感染

者数を減少させるための迅速な対応が求められる」と。これを基本認識としてここ

にも入れていただいたらどうか。 

というのは、国民がこのペーパーを見て受ける印象について少し危惧をしている

のは、一つは実際の数字がかなり高めに出ているので、大抵のところはあまり関係

ないと思ってしまうのではないか。それで、尾身先生のほうで考慮していただいて、

地方部との違いというのを色々と掘り込んでいただいたわけだが、数字自体は結構

高いレベルの指標になっているという状況がある。 

ただ、本当に目指すべきなのは、この国から感染症を追い出すことである。国民

はそう思っていて、そこのレベルの違いがあるから、分科会としても、減少に転じ

させるだけではなくて、いずれは５月の連休後に一旦収束した、よかったとみんな

が思ったあのときのように、脇田先生が書いておられるような「新規感染者数を減

少させるための迅速な対応」といった認識を入れていただいたほうがありがたい。 

それから、４ページのところだが、ここで都市部と地方部で医療提供体制の逼迫

度合いに重点を置いたものと感染状況に重点を置いたものとで分けて書いていただ
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いて、それぞれ実情に応じて判断するということで、非常に実態に合ったものにな

ったのではないかと思う。 

ただ、緊急事態宣言に行くにはステージⅣに行かないといけないわけだが、緊急

事態宣言が出るタイミングがかなり遅れるという印象を逆に与えるのではないか。

私は冷静な先生方の御判断でこのようにされるのは一つの御見識だと受け止めるの

だが、それで都道府県でぜひ強力に展開してもらいたい、そのメッセージを私たち

の立場で47人が受け止めなければならないと思うのだが、受け止めますとした上で、

この４ページに４つ○が書いてあるが、願わくばもう一つ加えていただきたい。政

府に対する提言をされる分科会なので、こうしたことを国と地方が協力して展開し

ていくために、それに必要な法的手段を含めた制度、あるいは十分な財源といった

ものを政府としてもしっかりと用意してもらう。また、検討をしていただく。制度

と財源がないと、私たちも徒手空拳で闘うことができない。現実には何が起きてい

るかというと、保健所が動き回って入院してくださいと言っても入院してくれない。

それで困ってしまうというようなことになる。 

特にウイルス量が多い患者が出てくると確かに感染が広がる。本県のような小さ

な県では、医療機関も逼迫していないし、全員入院させるので十分なのだが、必ず

しもその入院に応じていただけない方もいらっしゃる。そういうときにどうしたら

いいかというのがいつも現場で問題になる。 

また、今、休業要請等はこちらで出していただいているが、そういう具体の対策

を講ずる際にも、もう早くから東京などで時間短縮を呼びかけるが、従わないお店

が山ほど出てきている。やはり実効性ある対策にするために政府のほうでも汗をか

いていただきたい、財源と手段のことを考えていただきたい、ということぐらいは、

分科会としても書いていただけないものだろうか。 

もう一つ、この４ページあたりだが、例えばGo Toキャンペーンといった、具体の

政府の大規模な施策の遂行に当たっても感染状況に配慮して、その遂行について基

準を考えながら、国民あるいは関係者にも分かりやすい形で、しかも感染と調和し

た形で遂行していただきたい。これは一つ理屈だと思うので、書いていただけない

かと改めてお願いを申し上げたい。 

あと５ページのところだが、「国や都道府県はこれらの指標を総合的に判断して

いただきたい」と冒頭に書いてあり、これで柔軟性は出たのではないかと思うのだ

が、これよりも相当低い基準で各都道府県が運用している。だから、そうした独自

基準で早めに警報なりアラートなりを鳴らして住民に注意を呼びかけたり、政策を

発動するという実務があるので、独自基準によって早めの対策を取ることは推奨し

たいということで肯定していただけるとありがたい。 

要は、強制力を半ば適用しなければいけない場面もあるわけで、ハードルがあま

り高いと、こんなことを私は従いませんと言われてもかなわないので、それぞれの
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地域の実情に応じた独自基準は推奨しますということも併せておっしゃっていただ

けるとありがたい。 

それから、６ページに色々な施策のことが書いてあり、我々の共通理解だと思っ

ている。ただ、若干、６ページや７ページに新しい問題提起として入れていくべき

ではないかと思うのは、６ページで言えば③のところ、７ページで言えば例えば「対

個人」のところなどで、家庭内感染や親しい人同士の接触がやはり広がってきてい

る。典型的な接待を伴う飲食店でのクラスター的な感染拡大から、もう次のステー

ジに世の中は動いていると我々実務は思っている。 

特に、地方部でクラスター感染が発生していないところでは、全部と言っていい

が、親しい人がマスクをつけないでしゃべっていた、御飯を食べていた、歌を歌っ

ていたといったことでうつっているということであり、そういうような連鎖を断ち

切っていく必要があるのではないか。 

そういう意味で、親しい人同士でマスクを外す瞬間を狙ってウイルスがうつって

いく。家庭内感染を防ぐため、友人同士の感染を防ぐため、あるいは職場の人間関

係の中で伝わっていく感染といったものも今まで以上に強調していかなければいけ

ない段階に入っているのではないかと思う。ぜひそうしたことも入れていただける

とありがたい。 

あと、６ページの講ずべき施策の最後のところで、今、我々現場で非常に困って

いるのは人権問題である。これはこれからプロジェクトを走らせるということにな

っていて、私どもは賛同するのだが、そろそろ頭出しをしていただいてもいいので

はないか。 

ステージのいかんにかかわらず、患者や医療機関を攻撃するのはやめてほしい。

患者を詮索する必要は全然ない。ただ、特定のサイトで、もうこれかというほどに

こき下ろすわけである。これは都会でもそうだし、田舎でもそうだと思う。 

これがどういう作用をもたらしているかというと、我々が疫学調査をしようとし

ても協力してくれない。さらには、もし調子が悪くても、名乗り出る勇気すらなく

なってしまう。これでは感染拡大は悪化してしまう。だから、感染拡大自体にも関

わることなので、そういう感染拡大に関わる対策という意味もあるので、こちらの

ほうに患者あるいは医療従事者等々を応援する、いやしくも誹謗中傷等はしない、

無用な詮索をしたりしないということを、呼びかけるべき施策として共通項目で入

れていただけるとありがたい。 

色々と申し上げたが、西村大臣からも、国・地方の連携について、あるいはお盆

のメッセージについて大変配慮をしていただいたことに感謝を申し上げたい。加藤

大臣のほうでも検査の適用範囲を大分広げていただいたし、雇用調整助成金につい

ても９月末というのを延長しようと、かねて知事会が言っていることにも広げよう

とおっしゃっていただき、感謝を申し上げたい。 
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○石川構成員 今回のこの資料を拝見して、私はレイヤーが４つあると思った。最初

のレイヤーは、何でこの指標を変えたのか。国民は今、感染コントロールができて

いない、不安だというのが基本的なパーセプションだと思う。それに対して、なぜ

このタイミングで指標を変えるのかという説明が十分にされないと、今、感染者数

で一喜一憂といった言い方をされるが、単純に数だけではなく、違う指標で見てご

らんなさいと、そういうトリックめいた受け止め方をされると逆に不安をあおると

思う。だから、１番目の大事なポイントは、なぜこの指標が今提示されるのかとい

うことの説明がとても大事だと思う。 

２番目のレイヤーは、指標に応じて対策がセットになっているのだが、対策とい

うのは本当に有効なのか、必要なのかをきちんと説明しないと、例えば１波でやっ

たことの検証はどこまで生かされているのだろうという疑問に答えられない。 

３番目は、実際に対策を実施するに当たって細かい色々なことが出てくると思う

のだが、そこについての疑問が、例えば私だとコミュニケーションに関しては相当

色々なポイントが出てくる。 

４つ目は、COCOAである。これはもうオプトアウト方式に転換するということをグ

ーグルとアップルが表明しているから、OSに標準搭載されるので、インストール促

進は恐らくもう必要がなくなってくる。ということは、つまり、Bluetoothを使いま

せんという拒否をしなければ接触確認アプリが動くようになるのだろうからむしろ

これを拒否しないような広報活動にシフトすべきであろう。 

もう一つ細かいことだが、人の動きが感染を拡大するという図式をいつまでも維

持していると、相変わらずいつまでも動けない。だから、人の動きが感染を拡大し

たのではなく、人の動きの結果３密が生じて感染が起きたのであって、そのため私

たちは新しい日常をつくる必要があり、新しい日常をつくらない限りは動くことが

できない、ということを明確にメッセージとして出していかなければいけないと思

う。 

 

○押谷構成員 今、平井知事から御指摘があった点で、私の説明が不足している部分

もあったかと思うので、補足をさせていただく。 

全体で見ても７月27日に突出して大きなピークが見えている。これは恐らく連休

前後に感染拡大が何らかの形で起きたと見るべきではないかと思う。 

大都市部から地方に飛んでいっているものがほぼ地方の流行の主体なのだが、ま

ずその地域で、接待を伴う飲食店や普通の会食の場などでクラスターが起きて、そ

の周辺には広がる。これはもうある程度やむを得ない。必ずではないが、かなりの

確率で大きなクラスターが起こると、鹿児島でも５次感染ぐらいまで行って、県内

のかなり広い地域に広がっている。そういうパターンはほぼ見えている。 
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ただ、そういう地域では、僕らはクラスターを閉じることができていると言って

いるが、このフェーズでは大抵の場合、クラスターを閉じることができていて、そ

の次のクラスターにつながる院内感染などが一番怖いのだが、そういうことは４月

からは少ない。 

地域ごとに見ていくと、３月から４月に大きな流行を起こしたところでは、あま

り起こしていないところが多い。北陸は結構大きな流行が起きたが、このフェーズ

では北陸ではほとんど起きていない。東北地方でも福島、山形は少ない。そういう

地域による差は、主に今回は大都市圏を中心にその周辺部に流行が広がっており、

九州は福岡が中心だと思うが、地域に少しずつ漏れ出している。多くの場合はクラ

スターを閉じることができているが、こういうことが続くと高齢者施設などの流行

になるので、それは気をつけていかなければいけないと考えている。 

 

○舘田構成員 指標と目安の項目と数字がどういう理由の下に出てきたのかというこ

とは、国民の皆様も非常に知りたいところだと思う。もちろん一つ一つを説明する

ことは難しいわけだが、私たちが今できるのは、第１波を経験していく中で、第１

波の中でこの指標がどこでクリティカルなレベルに達したのか。 

例えば４月７日に緊急事態宣言が出されたわけだが、それと重ね合わせて見たと

きに、この指標で見るとあのタイミングがどうだったのかという評価はあっていい

はずである。あのタイミングがかなりぎりぎりのところで設定されたものだと理解

しているし、できればもう少し早いタイミングがあったのではないかと言う人もい

らっしゃるわけだが、この新しい指標で見た場合、第１波と第２波は違うので必ず

しもそれは言えないところがある。だから、それも分かった上で、例えば療養者数

という新しいファクターが出てきたし、あるいは重症者が少ないということも分か

っているわけだが、そういうものも第１波の経験の中で、第２派ではここに注目し

てこういう指標でやっていくのだというような、何かその辺があるほうが国民に対

しての説明がうまくいくのではないかと思った。 

 

○太田構成員 まず、今回の資料１の２枚目だが、一番下から２つ目のポツのような

形で「新規感染者数を減少させるための迅速な対応が求められる状況」というはっ

きりした文章で書いていただいたことは非常に感謝している。 

この分科会に私が参加させていだたいた７月の頭、第１回のときにはたしか１日

に発生している患者数は200前後だったと認識している。本日前後になると1,400や

1,500といった患者が発生するような状況になっている中で、現場の医療機関はかな

り大変な状況になってきている。 

資料３の指標、ステージに関して、今の状況は何らかの形で新規感染者数を減少

させなければいけないというメッセージを、基本的に今回のこの状況の分析と対策
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ということで国民にメッセージを伝えることができるのではないかと期待している。 

もちろん経済が非常に重要だというのは、私も病院の経営をやっているので十分

分かっているが、ある一定の範疇に感染の状況をコントロールしないと、国民も不

安になって経済も回らないというのが実情なのだろうと思っている。政策的に様々

なことをやったとしても、国民が危機意識を持っていては動かないという形になる

し、飲食といったところも行かない。 

なので、このタイミングとしては、先ほど講ずべき施策、様々なものが７ページ、

８ページに書いてあるが、そういうものを少しずつでも重ね合わせて、各地域で大

なたを振るわなくても何とか地域の感染状況をコントロールできるような形で取り

込んでいただく。そのメッセージを伝える非常にいい施策ではないかと思っている

ので、全体として賛成させていただく。 

 

○岡部構成員 ３月、４月の段階から現状に至っても、恐らく多くの皆様方の頭にあ

るのは、その当時に考えられていた不明な疾患であり重症な病気である。重症な病

気というのはシビアリティーという意味だが、そういうことでの警戒感、不安感が

多くあると思う。 

ただ、この数か月で疫学的にも色々な状況が分かってきて、重症度、さらには合

併症とか後遺症ということも分かってきたので、この病気の全体像というものをも

う一回レビューしていく必要があるのではないかと思う。 

ただ、一般の方にとっては、すぐそばに患者さんがいる、いないよりも、メディ

アを通じてその日その日の数でどきどきしてしまうわけだが、実態としてはそれほ

どまでは行かなくても、医療機関、保健所は相当な逼迫感を感じ始めているという

のは、ちょうど緊急非常事態宣言を出したあたりと同じようなことが起きているの

かもしれない。ただ、シビアリティーその他が違っているので、その評価が違う。 

そうすると、この提案に関わってくるのだが、できるだけそういう負担を除いて

いかなければいけない。一方では、除くことによる、病気がたくさん増えるのでは

ないかという不安に対しても応えなければいけないのだが、そういう点で、一つは

国において、例えば７ページの「ステージⅢで講ずべき施策の提案」で、「クラス

ター対策の重点化・効率化」「保健所への人材の派遣・広域調整」は全くそのとお

りだが、そろそろ積極的疫学調査が今までのようなきっちりしたやり方でいいのか

どうか。８ページの「ステージⅣで講ずべき施策の提案」の真ん中の公衆衛生体制

のところでは「疫学調査の簡略化」というのもあるが、決して手を抜くというわけ

ではないが、重点的なことに置いていくというのは、もうステージⅢで取り組むも

のではないかと思う。 

それから、同じく７ページの【対国・地方自治体】の真ん中の辺りに、検査時に

ウイルスが多い場合に宿泊療養と、メリハリをつけるということがあるが、確かに
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CT値やコピー数で感染度が強いかどうかというのがある程度分かりつつあるが、ま

だはっきりしたエビデンスがないと思うので、ぜひこの辺は早急にお願いしたい。 

もう一回、当初のことで言っていたシビアリティーのことと、リスク分析という

言葉で分かりやすく今の状態を逐次伝えていくといったことは、さらにこれから必

要になってくるのではないかと思う。 

 

○小林構成員 第１波のときとの違いについての説明を、こういう違いがあるから数

字を変えたというような、そういう指標及び目安についての第１波の検証を受けた

提案の仕方を１ページ加えるような形で書かれてもいいのではないか。少し時間的

に難しいかもしれないが、１波の検証を受けた提案という形にならないか。 

それから、６ページの「集団感染（クラスター）の早期封じ込め」の一番下に、

積極的介入の方策として「営業時間短縮や休業の要請等」というのが括弧書きで書

いてあるが、例えば地方自治体、九州の鹿児島や宮崎、大分などではクラスターが

発生した店名の公表を自治体の判断でやっている。お客さんたちが名乗り出ること

を促したりして、早期のクラスターの把握につながったということを九州の方から

聞いたこともある。だから、店名の公表についても検討する対象として入れてもい

いのではないだろうか。 

７ページで、COCOAをオプトアウト型にしてデフォルトでインストールするという

話は、事業者の中では議論されているが、政府として今はまだ検討中となっている

ではないかと思う。これは積極的疫学調査を簡略化することともかなり密接に関連

しているのではないかと思うのだが、COCOAが普及することによって接触の情報が取

れるのであれば、そんな調査も人手を使ってやる人がないということになるから、

やはりCOCOAをできればデフォルトでオプトアウト方式で最初からインストールし

ておいてもらって、外したいという人だけ外せるといった設定にするのはすぐにも

できる非常に効率的な政策ではないかと思うので、ぜひ御検討いただきたい。 

それから、重症化リスクが低い人は自宅療養にすべきという話は全くそのとおり

だと思う。そのときの重症化リスクが低い人というのは、どういう基準で判断でき

るのかというのが早く明らかになればいいと思うが、同時に、国民の側からすると、

自宅療養するというのは多分不安も増えることになるので、本来は宿泊療養施設を

増やす、あるいは病院の病床を増やすということで対応するべきところを自宅療養

せざるを得ないというふうに捉えられる。そういう意味で病床の増加、あるいは宿

泊療養施設の増加について、追加的な施策をセットで打ち出せるといいのではない

か。この自宅療養を増やしていくということを打ち出すのであれば、そこに病床や

宿泊療養施設の増加のための追加施策をセットで打ち出すほうが国民の納得を得や

すいのではないだろうかと思っている。 

それから、７ページの右側の一番下にリスクコミュニケーションなどが書いてあ
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るが、全般にステージⅢでの施策というのが、国民の行動規制というか、行動を自

粛させる、あるいは飲食店などに休業の要請という制限的な施策が多いので、それ

をやる際に、政府としては、何らかの行動規制をするときの国民のコスト、あるい

はコストの補助については何らかのメッセージを発信するというようなことが、７

ページの右側の一番下にリスクコミュニケーションなどの観点ということで書いて

おいてもいいのではないか。 

 

○脇田構成員 先ほど平井知事からも、いわゆるエピセンターがあって、そこから徐々

に染み出していっているというお話があった。だから、そういった家庭内感染、知

人での感染は対策が必要であるというお話だったが、それは当然のことだと思う。 

一方で、東京の状況を見ると、感染に関しては一定の遷延状態が続いている。や

はり歌舞伎町や新宿といったところの感染がまだ止まっていないことが一番大きな

状況だと思っている。だから、そこへきっちりと対策をとっていくことが非常に重

要ということは一応確認をしておきたい。 

それから、状況分析、リスク分析をして、それをきっちりリスクコミュニケーシ

ョンしていくということが非常に大事だと思っている。我々アドバイザリーボード

がそういった状況分析の役割を持っているので、そこはきっちり分析をして発信を

していくということをこれまで以上にやっていきたい、やらなければいけないと思

っている。６ページの「ステージに関わらず現時点において講ずべき施策」にもリ

スクコミュニケーションのことを書いていただいて、①にリスク評価があるが、現

状分析についてはきっちりと国民に説明をしていって、理解をしていただくという

ことは重要だと思っている。 

 

○尾身分科会長 それでは、これからの発言者にお願いしたいのは、これから政府に

検討していただきたい、あるいはこれから分科会で検討したほうがいいのではない

か、という将来にわたることと、今日ここでこの文章のコンセンサスを得たいので、

ここはこう直してほしいということ、その２つを分けて発言をしていただくとまと

まりやすいので、よろしくお願いしたい。 

 

○大竹構成員 １つ目は、７ページの「メリハリの利いた接触機会の低減」というと

ころに関わるものである。事業者に対して「ガイドラインを遵守していない酒類の

提供を行う飲食店の休業要請等」というのがあるが、これは本日の議論でも脇田先

生や押谷先生から、夜の街からの拡散が原因になっているということがエビデンス

としてはっきりしてきた、ゲノム解析からも明らかになってきたということが出て

きているから、そこをしっかり抑えていくというのは重要である。経済学では、ほ

かに迷惑をかけていくということで負の外部性である。そうすると、そこにはお金
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をかけてでも止めていくというのは、政策としての正当性が十分にある。 

お金のかけ方は２つあって、罰則というのも一つだが、逆に補助金を出して休ん

でもらうというのも同じ効果がある。したがって、この時期に休業要請をしたとし

ても、既に経営が非常に悪化している場合には休業要請に簡単に応じてくれない可

能性が高いので、補償を出していかないと効果が小さくなってくる可能性が高い。 

そうすると、自治体だけではなくて、自治体と政府が連携していかないと、政府

がお金を出す以上、連携して、こういう理由でここは拡散の源泉になっているとい

うことがはっきりしているのであれば、政府が補助を出してでも休業させるという

仕組みをつくっていくことが必要だと思う。 

感染の数自体では、接待を伴うところだけではなくて、今まで議論になっている

とおり、会食や職場、家庭が増えているが、それは最終的な場所であって、本当に

発生の拡散源がここだということがしっかり示せるのであれば、政策的な理由とし

ても十分に成り立つと考えるので、ぜひとも明記していただければと思う。 

COCOAの件については、デフォルト設定にしてオプトアウト型にするということが

行動経済学にも非常に大きな効果を持つということが知られているので、ぜひとも

入れていただきたい。そのときにこれは外す権利がある、強制ではないというのも

同時に大事なことである。だから、選択の自由がある下で、感染予防のためにはこ

れは大事だということの了解の下でこういう方針をするのだということはしっかり

広報していくことが必要だと思う。 

７ページの右側に、ウイルス量が多い場合と少ない場合で違うのだということが、

初めてこういう資料が出てきたと思うのだが、同じ感染者であってもウイルス量が

多い人と少ない人で人に感染させる危険性が違うのだということがだんだん分かっ

てきたというのはもう少しはっきり出してもいいのではないか。 

 

○押谷構成員 歌舞伎町の特殊性というのがあって、どうも男性のほうが感染しやす

いというデータも少し出てきていて、どこの国を見ても男性が多い。ホストクラブ

だったということ、ホストクラブに来る夜の街で働いているような女性との間の感

染連鎖が続いてしまったということ、寮のようなところにいったことが特殊性だと

思うので、そういうこともある程度は分かってきている。 

３月、４月と何が違うのかは私もきちんと書いておくべきかと思っている。３月、

４月は感染者の数と重症者の数がパラレルにあって、ある一定の割合で感染者が増

えると重症者が増える。だから、感染者数がかなり重要な指標になっていたのだが、

このフェーズは若年層が多い。あとは、PCR検査の目詰まり感は解消されてきている

ので、軽症者や無症状の人も含めてかなりの検査ができるようになってきたという

ことで、感染者数の急増と重症者数が必ずしもパラレルになっていないということ

が、こういう新しい指標が必要になってきている最大の理由かと思う。 
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そこのところは、シビアリティーというような考え方を入れなければいけないと

いうことと関連しているのだと思うのだが、日本でのシビアリティーというものの

見え方が違ってきている。そういう中で、保健所でどこまでやるか、自宅療養をど

うするかというところがシビアリティーとも関連して整理をしなければいけないと

ころかと思う。 

 

○中山構成員 ６ページの６番目でも７番目でも結構だが、人権の問題を今の段階で

入れていただきたい。 

この感染症が長期間にわたって続くことが考えられるとすると、感染者はこれか

ら累積としては増えていくわけだから、その人たちの人権が守られなければ、疫学

調査に協力しなかったり、具合が悪くてもそれを公表しなかったりして、逆に感染

の拡大につながっていくという悪循環に陥る。したがって、それは早いうちに断ち

切らなければいけない。 

そのためには、やはり正しい知識を国民が持たなければならない。変に不安を抱

くから誹謗中傷といったことに走るので、正しい知識を得るためには、今まで分か

ってきたこの感染症の全体像が皆さんに分かりやすく示せるような、うまいプレゼ

ンテーションをできるよう常に努力していく必要があるのではないかと思う。 

 

○釜萢構成員 先ほど尾身先生が言われた、かなり短期的な、今回文章をまとめるに

当たってのところを申し上げたい。 

今回、５ページの指標、目安の議論が始まったわけだが、この案がここに提示さ

れるまでの経緯は、事務局で色々な検討を踏まえた上で、今日出てくるまでに色々

な人が、色々な場面でこれを検討して今日に至っているので、分科会としてこれを

一から議論をしたという形にはならないかもしれないが、ここへ提示されるまでに

は色々な検討の結果であるということをまず私は申し上げたい。 

それで、石川構成員が言われた最初のなぜ今回指標が提示されたかは、押谷先生

が言われたとおりだと思う。感染の状況が違うので、特に一番問題になるのは、緊

急事態宣言と関わる部分についてどのような考え方を示すのか、この役目は諮問委

員会が担うわけだが、諮問委員会で判断をした基準が既に示されているが、これは

宣言を出すときと解除するときに出したが、現在の感染の状況に合わないというと

ころがあって、それで新たに指標をつくる必要があったということが大きな背景だ

ろうと認識をしている。 

それに当たって今回整理をされたので、ステージⅣの指標は、このような状況の

下で緊急事態宣言が発出される。あるいは、その前の段階、もう少し早い段階で判

断することになるかもしれないが、それは諮問委員会でまた検討するということだ

ろうと思う。 



16 

 

それで、今回のこの案を提示するに当たって、私は先ほど平井知事が言われたと

ころについて、分科会としてきちんと考えをまとめないといけないと思う。という

のは、７ページの例えば対事業者に対して「ガイドラインを遵守していない酒類の

提供を行う飲食店の休業要請等」とある。 

休業要請については、既に特措法の24条で都道府県知事が発出できるという整理

になっているが、実際に要請をして、それに応じない業者が今後多く出てくること

は容易に予想される。それぞれ蓄えがなくて、もうやっていけるかどうか分からな

いところで、また休業要請ということになると、とても応じられないという業者が

増えてくることが予想される。 

その中でどういうふうに対応したらよいかということになると、これはまた国の

判断が当然あるわけだが、分科会としては感染拡大あるいは感染予防の実効性を高

めるために国に対して新たなお願いをする。すなわち都道府県知事が要請を行って、

その要請の実効性を高めるための施策についてさらに考えていただきたいというよ

うな内容を盛り込むかどうかについて合意を得ることが必要ではないかと思う。 

医療の立場、あるいは医師会を代表して出てきている立場としては、現時点では

もうそれを考えていただいたほうがよいのではないか。私の後ろには多くの会員か

らの意見があるので、そのように考えている意見を私はきちんとここで述べなけれ

ばならないと思って出てきた。 

 

○清古構成員 ７ページの右側の赤字のところで、軽症・無症状者の方では適切な実

施ということを書いてあるが、東京の場合、第１波は全て入院という形で対応した

が、第２派はその都度、この人は入院、この人はホテル、この人は自宅ということ

で判断をしている。そのときに、今までの経験上で対応していたが、この人はリス

クが高いからといった、何かチェックリストのようなものがあれば大変参考になる

と思うし、相手の方に対しても説明がしやすいかと思う。入院したい、したくない、

色々な人がいて、その人たちを説得しないといけないので、その辺をお願いしたい。 

もう一点は６ページだが、②の「集団感染（クラスター）の早期封じ込め」とい

うことで、クラスターがあると本当に大変である。たくさんの検査もしないといけ

ないということもあるし、ここの赤字の「早期検知」というのがあるが、院内・施

設内での早期探知を、入院時に必ず検査する、入所前に必ず検査する、といった具

体的なものがあったほうがいいのではないかと思う。実際にもう既にやり始めた自

治体もあるので、その辺も含めてぜひお願いしたい。 

 

○平井構成員 先ほど、釜萢先生がおっしゃたが、医師会もそうだし、知事会も実は

この制度の問題は深刻なので、御検討いただけると本当にありがたい。 

自宅療養の件だが、実は地域差もあるかもしれないし、非常に微妙な問題である
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ことは御認識いただいた上で表現していただければありがたい。というのは、今日

の指標の中で、自宅療養も入れて指標をつくっていただいて、要はこれだけ対象者

がいるという、５ページの新しい療養者数という考え方はどちらかというと厳しめ

に見るための自宅療養を入れたということだと思う。現実にもう自宅療養に回って

いただかざるを得ない状況もあるが、やはり基本は宿泊療養施設、病院を用意する。 

実は大多数の道府県はそれができているので、むしろみんな自宅療養に回っても

いいということが前面に出ると、せっかく今、一生懸命交渉して療養施設をお願い

してホテルの了解を取ったり、苦労していることが水の泡になってしまう危険もあ

る。自宅療養の必要な地域は大都市部であることは理解しているが、そこは少し書

き方を工夫していただきたい。 

それとあわせて、ある一定のときに保健所機能を変える必要がある。これは実は

感染症法の世界では当たり前のことであり、新型インフルエンザのときも、あれは

弱毒性の豚由来だが、弱毒性ということが分かって、だんだんとそれが広がってい

く中で、厚労省が号令を出されて、疫学調査等をやるよりも、むしろ病院での療養、

あるいは院内感染を起こらないような対策を徹底するほうにシフトしていった。今

回、それができるかどうかということである。 

現実に、それぞれの都道府県の住民の皆様の感情からして、疫学調査などで一生

懸命追い詰めて何とか抑制させようという努力をもうやめていいよという段階では

恐らくないのだろうと思う。その理解を得るためには、よほど政府で考えを改めて

いただいて、疫学調査よりも、むしろ緊急事態宣言の基準に表れているように、も

う重症者のみを何とか助ければそれでいいですから、あとはもうこの波が通り過ぎ

るのを待ってくださいというふうに政策転換をしていただかないと、現場はもたな

いかもしれない。だから、その辺はよく御検討の中で考慮していただいて、表現ぶ

りなり、今後の進め方を検討していただければと思う。 

 

○武藤構成員 資料３の４ページだが、下の緑の囲みの部分は大変大事なので、次の

ページに送って、４ページの上に次の２つのことを足したほうがいいのではないか。 

１つは、第１波と現状がどう違うかというのを、ポツ１つで説明を少し入れたほ

うがいいと思う。なぜこの指標が出てくるのかという理由のさらに背景の部分であ

る。もう一つは、１行目に今入っている「感染レベルを早期に減少に転じさせる」

ということが、引き続き国の目標だったということに初めて気づく感じがするので、

ウィズコロナの時代とはいえ、コロナを制御させたいのだ、コントロールしたいの

だ、という意思を伝えていただきたい。だから、こういう指標をもう一回改めて出

し直すのですよということを、この４ページのところでぜひ伝えてほしい。 

それから、６ページの②のチェックの２つ目のところに「接触者の調査と対応」

というのがある。ここは調査と対応というよりも、効率的な実施や合理化といった
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ことなのではないか。単に対応というといつまでも果てしない感じがしてしまうの

で、合理的あるいは効率的にしながら、でも最低限のことは継続しないといけない。

そういう言葉をここに足したらいいのではないか。 

そして、６ページの最後に、人権のこととリスクコミュニケーションのことを別々

に追記していただくというのは非常に大事な施策だと思う。 

今回、メディアの人と話していても全然伝わらない、色々なことが伝わりにくい。

国民の方々も疲れがたまって、お金もなくて、全体的にみんな不機嫌で、やはり春

の状況と大分違うので、そこはコストをかけた施策としてお考えいただく必要があ

るのではないか。 

 

○今村構成員 今は恐らく多くのところでステージⅡだが、逼迫感を感じたり、ある

いは不安を感じている国民が多いことを考えると、ステージⅡで何をしてくれるか

というのが見るところの中心になると思う。 

そうすると、今のこの書き方でいくと、心配になって例えば３ページのステージ

Ⅱを見る。そうすると、「６ページ、７ページの取組のうち」という書き方がして

あって、今度はそちらを開く。そうすると、６ページはステージにかかわらず、つ

まりⅡにならなくてもやっておくという書き方をしてあって、７ページはステージ

Ⅲの説明になってしまっているので、実はみんなが心配になっているⅡに対するこ

とを取り上げて書かれていないというイメージになってしまうのではないか。 

場合によっては、７ページの黒の部分は、もう一回黒の部分だけを書き抜いて、

ステージⅡという形で一筆足したほうがいいかもしれない。そこは微妙なところか

と思うので、お任せしたい。 

 

○岡部構成員 今までの話の中で１波、２波という表現があるのだが、どれを２波に

するかはあまり明確になっていないと思う。１波という表現は最初のものでいいと

思うのだが、ずっと長く見ていないと分からないので、専門家会議のときでもなる

べく再発生防止というような言い方で、２波は使わないほうがいいのではないかと

議論していたことがある。色々なところでばらばらなことを言われているので、も

しこれが２波ならば２波であるという言い方にしてもいいと思うのだが、言葉の統

一も考えておいたほうがよいのではないかと思う。 

 

○南構成員 国民の多くがこの病気及びこのウイルスはどういうものなのかというこ

とが情報として確たるものがない。それは当然だ。未知のもので分かっていないこ

とが多い。 

ここから発信されるものだけに依拠しているのではなく、様々な媒体で専門家の

方々が色々なことをおっしゃるので、それに耳を傾けるし、その都度不安にもなる
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ということの繰り返しである。さっきお二方が言われたことは、これは一体何なの

か、今の時点で何が分かってどうなのかということをその都度レビューするといい

のだが、それも時々刻々変わるとともに見方が分かっていないので、仮説にすぎな

いというか、こうではないかという話にとどまるのだと思う。 

ここを情報発信するのが最も難しいところで、総論ではこういうことだが、細か

いことは専門家に聞いてくださいといったことにならざるを得なくなる。それぞれ

皆さんは自分が手にする情報に翻弄されるという状況が起こっているので、何らか

の形でこういう分科会として発信するときに、少し重なるようでも、今までのとこ

ろこういうことが分かっています、こういうことが重要ですということは、くどい

ようになるが、それを重ねて言っておくということに尽きるのではないか。 

 

○石川構成員 先ほど押谷先生の御指摘で分かったのは、３月、４月とはパラレルで

はないこと。そこは明確にした上でもう一点強調すべきだと思うのは、色々な事業

者の方が取り組んで、経済を回すと感染が広がるという図式ではないのだと、新し

い日常をつくって成功例があるのだということも言っていかないと、結局いつまで

たっても感染が広がって駄目だという話しか出てこない。だから、よい取組に対し

て積極的にもっと推進していくのだというトーンが、先ほど武藤先生がおっしゃっ

たところに１行でもいいから書いていくべきだと思う。 

もう一つは、資料７ページ目の「ターゲット毎の明確なメッセージの発信」。今

回のこの指標の重要な要素は、最初の目的に書いてあるが、死亡者、重症者の最小

化である。だから、ここに力を入れてやっていくということになると、誰に対して

どういうメッセージの発信が必要かというと、重症化リスクの高い方である。重症

化リスクの高い方というのは、高齢者施設に通っていらっしゃる方、もちろんその

場合は高齢者施設に関与している方々、働いている方々も１つ目のグループで、次

は高齢者世帯である。施設を利用しているかどうか分からないが、独居の方かもし

れない、高齢の御夫婦かもしれない、高齢者世帯。もう一つのグループは、高齢者

と子供と孫の同居の世帯である。この場合、注意を呼びかけなければいけないのは、

同居をしている、例えば現役世代やお孫さんかもしれない。その方々がおじいちゃ

ん、おばあちゃんと一緒に暮らしている以上、その方々に対して注意をしていかな

ければいけない。最後のグループは基礎疾患を持っている方であり、この方々に対

しては受診が定期的に行われているのであれば、そこでオンライン診療を検討した

らどうかといったように、重症化リスクの高い方々を明記する。 

つまり、文章で重症化しやすい人と書いてあるが、そこはきちんとグループに分

けて、それぞれ必要なコンテンツをつくって、適切なメディアで発信する。ここの

「ターゲット毎の明確なメッセージの発信」というのは「ターゲット毎の適切なメ

ディアを使ったメッセージの発信」にする。やはりメディアの使い方が非常に大事



20 

 

である。 

最後にもう一点、まだ歌舞伎町などの具体的な名前が出ているとおり、クラスタ

ーの基点になる方々に対する注意喚起を明確にすべきだと思う。その方々がどうい

う行動パターンを取ることによってクラスターの発生が生じているのかという分析

と、そういう方々に対してはどういうメッセージをどういうメディアを使って発信

するのか。例えばTikTokやLINEといったメディアを考えなければいけないと思う。

マスメディアアプローチでは届かないターゲットがいるので、適切なメディアを選

ぶ必要があることを明記していただきたい。 

 

○押谷構成員 何が今、３月、４月の状況と違うのかは、結局、ピークが遷延してい

るということである。ピークが遷延している理由は、人の動きを止めていないから

である。緊急事態宣言をして人の動きを止めたので、このフェーズでも人の動きを

止めれば感染拡大は止まる。それをこれだけ重症者が少ない中でやるのかどうかと

いうところで、人の動きを止めないでどうやって感染を制御していくかということ

をみんなで考えないといけないフェーズなのだと思う。それをきちんと整理した上

で、色々なことを考えていく必要があるのではないかと思う。 

 

○西村国務大臣 １番はもう共通のコンセンサスになっていると思うが、押谷構成員

の資料２の32ページ、33ページ、この４月のときと今回の７月、８月にかけては、

感染者数だけを見ると非常に多くなっているのだが、世代構成が全然違う。20代、

30代が多く、軽症・無症状の人が多い。したがって、緊急事態宣言を出した頃は報

告数をずっと見ていたわけだが、そうではなくて、まさに死亡者、重症者を注意し

て見なければいけないということで、今回、病床のところをしっかり見るというふ

うに理解をしている。 

それから、私も毎日のように、新たな日常をつくらなければ駄目だということを

言っているが、スポーツジムはちゃんとガイドラインを守ってくれているのでほと

んど出ていない。３月、４月はたくさん出たが、換気をして、消毒をして、マスク

をやって、人数制限をやっているスポーツジムはその後出ていないので、やはりガ

イドラインをしっかり守ってやってくれれば新たな日常をつくっていける。経営も

継続してやっていけるということだと思うので、そういった例をできるだけ増やし

ていくことが大事ではないかと思っている。 

その上で、休業要請についての考え方だが、今、法制局とも議論を始めているが、

簡潔に体系的に申し上げたい。 

ガイドラインを守っていない店は、感染を広げる可能性があるので、休業要請を

しても補償する必要はないと考えている。しかし、これまで守っていない店が今後

守ろうとするところは最大200万円までの持続化補助金を出して、例えば換気をよく
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することや、アクリル板を入れるといった費用について国から支援をしているし、

さらに各都道府県がプラスでその対策費を出している。これも国からの地方創生臨

時交付金を使って対応してくれている。インセンティブを与えて守ってくれるよう

に促している。その上で、それでもガイドラインを守らない店については強制力が

必要ではないかと考えて、これは法制局とどういう形でできるか、今議論を始めて

いるところである。 

一方、ガイドラインをしっかり守っている店は、休業する必要はない。専門家の

皆さんも入っていただいて、守っていただいているので、これは本来なら休業する

必要はないお店である。だが、そのエリアが非常に感染拡大しているがゆえに、そ

ういったお店でも休んでもらわなければいけないというときには何らかの支援が必

要だと考えている。これは、持続化給付金、雇用調整助成金に加えて既に地方創生

臨時交付金３兆円をお配りしているので、これでやっていただくというのが基本だ

と考えている。 

国は何もやっていないのかというと、そうではなくて、法制局とも議論している

し、海外の事例も調べているが、これまでのところ、やはり得べかりし利益の損失

に対して何割補償するという事例はないし、法制的にもなかなか難しい。つまり事

業形態など、一件一件違うので、それをどう評価して、そのうちの何割、得べかり

し利益を休んでもらう間補償するか、これは法制上非常に難しい。そこで国が取っ

た対策は、一つは地方で地方創生臨時交付金３兆円で対応してくださいということ

と、国は50％以上売上げが落ちた中小企業に対しては、掛ける12で最大200万円まで

補助をします、給付しますということで対応した。大企業は自力でやってもらうと

いうことで、融資などでやってもらっているが、中小企業にはそういう形で一定の

線を引くしかない。50％以上落ちたところに対して支援する。30％以上落ちた、20％

以上落ちたなど、その上乗せ分は地方の事情に応じて地方創生臨時交付金３兆円で

対応していただく。既にこの200万円までの中小企業の支援は3.6兆円お配りをして

いるので、地方の３兆円と合わせると６兆円以上のお金が中小企業には出ていく可

能性があると思う。 

いずれにしても、補償という文言を使われると、法制上なかなか難しいが、既に

国も地方も実質上の補償とも言える支援を行ってきている。休んでもらう分に対し

ての一定の経営支援は行っているので、この辺りをどういうふうに法制上書くかと

いうことも含めて、問題意識は知事会からも医師会からも多くの皆さんからいただ

いているので、整理を急いでいるところである。 

 

○尾身分科会長 委員の方からの政府に対してこれから検討していただきたい、ある

いは分科会で検討すべきというサジェスチョンがあったが、そろそろこの提案をま

とめる必要があるので、それに集中していきたい。 
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皆さんの言わんとしていることのエッセンスは明確なので、それをどう言語化す

るかというのは、この後、関係の委員の方にこの部屋に残っていただいてやってい

ただくということで、お願いします。 

今日決めなくてはいけないことが幾つかあるが、まずアプリについて、オプトア

ウトが原則であれば７ページの講ずべき施策に入れてはどうか。 

 

○加藤厚労大臣 そこは、開発のときに、個人情報保護の関係があってオプトインだ

からクリアできるということで進めてきたという背景がある。したがって、オプト

アウトでは根底が全部変わるので、抜本的な議論をしないと、今の形だけですっと

いける状況にはないということはぜひ御理解をいただきたい。 

 

○尾身分科会長 そうすると、これは政府への提案だから、政府がまたどう考えるか

は別の話で、この分科会で検討していくか、提案をするかしないかということは一

番大事である。ここはどうか。今、大臣のそう簡単ではないという現実の問題があ

る中で、一応提案するのか。 

 

○大竹構成員 法的な問題は色々あるかもしれないが、分科会としては要望させてい

ただければと思う。 

 

○石川構成員 私の理解では、これはアップルとグーグルがOSに標準装備をすると決

めているので、標準装備になってしまうというふうに考えているのだが、違うのか。 

 

○橋本副大臣 アップル、グーグルのOSには、確かにおっしゃるようにBluetoothでお

互いの接触を記録するという機能が搭載されている。これは標準で、新しいものを

ダウンロードするとそうなる。ただ、それをお互いに通知をするといった仕組みに

ついてはアプリケーションで実現をして、それはCOCOAというアプリになるのだが、

その部分はインストールしないと実際に機能しない。かつ、COCOAの開発の検討に当

たって、誰と接触をしたかということが、データベースを管理している側からする

と、ひもづけをし得るという前提に立って、個人情報的にもきちんと対応が要る。

なので、インストールをしていただいてオプトインをして、要するに自分で意思を

持って導入をしていただくということで、そもそも個人情報保護法制の審査をクリ

アしているという経緯がある。 

それを、例えばデフォルトでインストールをしている形で売ってもらうようなこ

とは、メーカーがいいと言ってくれればできるかもしれないが、個人情報保護法制

上のクリアをもう一回やり直すという話になるので、そう簡単ではないと思ってい

る。 
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○尾身分科会長 それでは、幾つか問題があるので、大竹構成員と事務局で、どんな

文言にするのか、その辺を少し検討していただいて、そこでコンセンサスをつくっ

てほしい。 

２つ目、平井委員が、この前も連休で感染が広がったということで、今回の連休

についてなるべく注意してくださいというのは分科会として言及したほうがいいの

ではないのかということだが、これはどこに入れるかはともかく、今日の文章の中

のどこかに入れるということで、私は合理的だと思う。事務局、それはどこかに言

葉を入れてください。この前、分科会で出したお盆のメッセージといったものと整

合性を取ってやっていければと思う。 

それから、保健所で迅速な対応という部分を４ページに入れていただく。 

今日、最もここで結論を出していただきたいのは、色々なことをやるにしても、

財政的な支援、制度的なことを明確にしないと、夜の街などは幾ら言っても協力を

してくれないのではないかということが随分ある。今、大臣からも、国は随分やっ

ているし、準備しているというお話があった一方で、実際には足りないと言ってい

るのが現実である。私は公平に見て、国はもう補正予算など色々やっているが、現

場の感覚は恐らくあの額では足りないと言っているので、そういう意味では、分科

会として、財政支援などをさらに強力にやっていただきたいということを入れては

どうか。 

つまり、私は、国は頑張ってやっていただいていると思うのだが、現場の感覚、

特に夜の街関係の人、飲食店もそうで、月々幾らもらっても足りないという声があ

るのを我々は知っている。だから、国がやっていることにさらにできれば追加とい

うことを書くか。 

 

○釜萢構成員 私が一番お願いしたいのは、金額どうこうというよりも、知事が要請

した場合に実効性を伴うのかどうかというところである。 

 

○尾身分科会長 そういう意味で、実効性を担保するためには、そういう制度的ある

いは財政的なことというのは何回も出ているので、５ページの一番上のところに独

自にやれることを推奨してほしいという、平井知事のお話があった。だが、それに

は財政的あるいは制度的な支援がなければできないのではないのかということが前

からあった。だから、このことを書くかという話である。分科会として提案すべき

かどうか。 

 

○大竹構成員 どこにお金を使うかというときに、やはり一番効率的な使い方が大事

だと思う。今日のデータでも明らかに感染拡大の源泉が夜の街であって、そこの対
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策を何とかしなければいけないというわけだから、お金を同じだけ使うのであれば

一番効果があるところに使う。そのときに、色々な法的な問題もあるとは思うが、

集中的に効果がある対策として休業補償の在り方を再検討するというのは書いたほ

うがいいのではないかと思う。 

 

○尾身分科会長 大竹構成員は、額を増やすのではなくて、休業補償の在り方をもう

少しピンポイントで、今、リスクは分かっているのだから、そこに効率的にやるこ

とを検討していただきたいという話。それは恐らくコンセンサスが得られるのでは

ないか。 

 

○西村国務大臣 もちろん、今は幅広い業種に休業要請をするわけではないので、持

続化給付金のように中小企業全部を対象にした支援策を考えるべきときではないと

思っている。だから、焦点を絞ったところに対策、つまり、あめとむちの両方をや

っていかなければいけない。実効性を上げるために強制力を持たなければいけない

ものもあれば、きちんとやっているところには支援策をやっていくという両方が必

要で、これを焦点を絞ってピンポイントにやっていくということだと思うが、一般

論としてはそこまでは私も全くそのとおりだと思う。 

  全ての中小企業が使える持続化給付金、都道府県に配分している交付金、あるい

は休ませたときの休業については厚労省の雇用調整助成金で、中小企業の場合、10

分の10出るという仕組みまで入れているので、それに加えて集中的に国民の税金を

そこに使うのがいいのかどうか。それが受け入れられるのかどうか。行動経済学や

国民全体の受入れからしてどうなのか、ということも含めてぜひ御議論いただける

とありがたいと思う。 

 

○平井構成員 知事会としては財政面のことも制度面のことも大分、両大臣を含め政

府に要請をさせていただき、一つずつ譲ってきていただいているし、それから地方

創生臨時交付金についても協力金に使うことを認めてもらうなど、西村大臣に非常

に身を削って動いていただいたという思いはある。 

ただ、現状は２通りのやり方があり、東京や千葉といったところは全域で一定の

業種に対して休業要請をする。他方で、大阪であればミナミ、愛知県であれば栄・

錦地区、さらにそれぞれあるのだが、どちらかというとエリア限定で絞ってやった

り、要は店の数が限られてくれば経済的には支出額が少なくなることになる。 

２つのやり方が全国では混在しているのだが、いずれにしても、またこれをやら

ざる得なくなったことだけは事実である。このことはやはり押さえておかなければ

ならないのではないかと思う。 

だから、早晩、財政の問題も制度の問題も再燃するということは、正直、知事会
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の中ではやらざるを得ない問題になっている。それを医師会も現場の感覚でおっし

ゃっておられるのだと思う。 

そこで、せめて制度的、財政的対策について政府の検討を強く求める、例えばピ

ンポイントでこれだけやれということよりも、むしろ政府にこの分科会の見識を述

べるというぐらいでいかがかと、私は調整案的には思う。 

 

○西村国務大臣 繰り返しになるが、既に３兆円お配りをしているし、これを有効に

活用していただきたい。補償ということは法制上なかなか難しいので、それぞれの

地域の実情に応じた支援を行ってもらって、対策を実効性があるものにしていただ

ければと思う。 

その上で、当然、感染状況や対策といったものを見ながら政府としてはさらに何

ができるか、何をすべきかということは引き続き考えていきたい。これは今日10兆

円のうち１兆強が決定したが、まだ予備費もあるし、色々な事情を見ながら判断し

ていただきたい。 

制度面についても問題意識は共有しているので、法制局等を含めて議論をしてい

る。分科会の総意としてどういう書き方をしていただくかは分科会の皆さんに決め

ていただければと思うし、確かに１日１万円、３万円、20日間で20万円、50万円ぐ

らいではとても休めないという事業者はあると思うが、それ以上に国民感情として

国民の税金を特定のそういった業種の支援のために使うことがどれだけ認められる

のかということも含めてぜひ御議論いただければと思うし、御判断いただければと

思う。 

 

○尾身分科会長 それでは、今いただいた幾つかのことはコンセンサスができつつあ

る。つまり制度を含め効率的な財源の活用を政府に検討していただくという趣旨の

文章としたらどうか。そういう前提で分科会からの政府への提案ということでよろ

しいか。 

 

（異議なし） 

 

○尾身分科会長 それでは、その他のことで何かあるか。 

 

○大竹構成員 分科会が頻繁に開かれるようになったのは、状況上、仕方がないが、

直前まで予定が決まらないというのもよく分かるが、できれば、定期開催みたいな

形で予定が分かるような形にしていただきたい。 

もう一つは、検討するテーマというのももう少し早めに分かると、しっかりと準

備をして、考えて、より深い議論ができると思うので、当然、緊急に色々なテーマ
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が入ってくるというのも十分分かるが、できればテーマについては早めに教えてい

ただいて、この方向で議論するということが分かればありがたい。 

  今回、結構長い時間を取っていただいたが、やはり議論が十分できるような時間

を取っていただきたい。 

 

○石川構成員 分科会の見え方に関して、記者会見が非常に重要だと思う。大臣に対

しては、私の考えも以前述べたことがあるが、今回は色々な分野の専門家の方々が

構成員になっている、その中で分科会はこういうことを検討したということを分科

会独自で記者会見をする。場合によっては、尾身先生だけではなく、ほかの方々も

含めて複数でやってもいいと思うので、その回ごとに考えながら記者会見を設定し

ていだたいたほうがいいのではないか。 

 

○武藤構成員 前回、西村大臣と尾身先生の会見を見せていただいて、そのときに一

社一ペンという制限が記者会のほうでかかっていて、科学部とか医療部の方々はな

かなか参加しにくいというお話を聞いているので、ぜひ開かれた形の会見を。 

  厚労省のほうは昨日オンライン等でブリーフィングしていただいて、色々な方が

参加できてよかったという話を聞いていますので、ぜひこちらのほうもそのように

していただければ。 

 

○尾身分科会長 ここで、太田構成員から医療の経営のことでご説明を。 

 

○太田構成員 ＜資料４を説明＞ 

 

○尾身分科会長 それでは、こちらの案については承認されたということで、あとは

大竹構成員と武藤構成員、石川構成員のサジェスチョンをいただいた。 

大竹構成員からは、なるべくなら日を決めていただきたいということと、テーマ

はなるべく早くやっていただければ、皆さん考える時間がある。今日は比較的アジ

ェンダが少なかったけれども、このぐらいのじっくりした時間をいただきたいとい

うこと。 

  あとは、石川構成員から、記者会見は場合によっては一緒でも、なるべく分科会

と分けて、分科会の場合は私だけではなくて、時々のテーマによってほかの人もや

ったほうがいい。そういう意味では、政府と分科会の役割がしっかり明確になって、

我々は提案で政府が実行ということがはっきりするというようなことだと。 

 そんなところで、特に最後にこれだけは言っておきたいということはあるか。それ

では、今日もありがとうございました。 

以 上 


